
『レンタルサーバサービス約款』
※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更

該当箇所 内容

第１章　総則

第２章　オプションサービス規定

第１節　Web改ざん検知サービス（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）

第５条（契約）
第５条（契約）

附則
第１条（適用開始）

本改定にともなう適用日の変更をおこないます。

『さくらのVPSサービス約款』
※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更

該当箇所 内容

第４条（ゾーン設定等）

附則
第１条（適用開始）

本改定にともなう適用日の変更をおこないます。

『さくらのクラウドサービス約款』
※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更

該当箇所 内容

附則
第１条（適用開始）

本改定にともなう適用日の変更をおこないます。

約款 新旧対照表

旧約款表記 新約款表記
第１条（約款の適用） 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を

新設したことに伴い、文言を追記します。
第１条（約款の適用） 第１条（約款の適用）

１．このレンタルサーバサービス約款（以下、「本レンタルサーバ約款」といいます）は、各種レンタルサーバサービス
（以下、本レンタルサーバ約款において「基本サービス」といいます）に適用されるサービス別約款（サービス基本約
款）です。

１．このレンタルサーバサービス約款（以下、「本レンタルサーバ約款」といいます）は、各種レンタルサーバサービス
（以下、本レンタルサーバ約款において「基本サービス」といいます）に適用されるサービス別約款（サービス基本約
款）であり、第１章がサービス基本約款、第２章がオプション約款を構成します。

第４条（申込み） 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を
新設するものです。

新設
第４条（申込み）

１．本オプションサービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。

新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を
新設するものです。

新設 １．利用者は、株式会社セキュアブレインが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における
最新の「『GREDセキュリティサービス』の利用規約」を遵守するものとします。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年４月１日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２６年６月２６日より適用されます。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年６月２６日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２７年６月２５日より適用されます。

旧約款表記 新約款表記
第４条（ネームサーバサー
ビス）

節を新設し、条のタイトルを変更します。
第２章　オプションサービス規定 第２章　オプションサービス規定
第４条（ネームサーバサービス） 第１節　ネームサーバサービス（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）

１． ネームサーバサービス（以下、本条において「本オプションサービス」といいます）におけるゾーン設定は、利用者
自身において行うものとします。 １． ネームサーバサービスにおけるゾーン設定は、利用者自身において行うものとします。
２． 本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者に提供するゾーン編集画面からの操作でのみ行えるものと
し、当該ゾーン編集画面による機能に無い設定等は行えないものとします。

２． 本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者に提供するゾーン編集画面からの操作でのみ行えるものと
し、当該ゾーン編集画面による機能に無い設定等は行えないものとします。

３．利用者は、本オプションサービスの解約または本サービスに設定したドメイン名が失効する等して利用者が当該ド
メインの利用権利を持たなくなった場合、本オプションサービスにおいて設定したゾーンファイルを速やかに削除した
上で、当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなければならないものとします。

３．利用者は、本オプションサービスの解約または本サービスに設定したドメイン名が失効する等して利用者が当該ド
メインの利用権利を持たなくなった場合、本オプションサービスにおいて設定したゾーンファイルを速やかに削除した
上で、当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなければならないものとします。

４．前項の定めにもかかわらず、利用者が本サービスに設定した当該ドメインのゾーンファイルの削除および本オプ
ションサービスへの登録解除の依頼を行わなかった場合、当社は利用者に対して何ら通知を行うことなく、自由に当
該ゾーンファイルの削除および当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除を行えるものとします。

４．前項の定めにもかかわらず、利用者が本サービスに設定した当該ドメインのゾーンファイルの削除および本オプ
ションサービスへの登録解除の依頼を行わなかった場合、当社は利用者に対して何ら通知を行うことなく、自由に当
該ゾーンファイルの削除および当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除を行えるものとします。

第5条（SQL Server） 節を新設し、条のタイトルを変更します。
第3項を削除します。第５条（SQL Server） 第２節　SQL Server（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）

１．SQL Server（以下、本条において「本オプションサービス」といいます）は、本基本サービスの品目において「さくら
のVPS for Windows Server」を選択した場合に申込むことが可能なオプションサービスです。

第５条（申込み）
１．SQL Serverは、本基本サービスの品目において「さくらのVPS for Windows Server」を選択した場合に申込むこと
が可能なオプションサービスです。２．本オプションサービスは、本基本サービスと同時に申込む場合に限り申込むことができます。

３．本オプションサービスの解約は、本オプションサービスが適用される本基本サービスの解約をもってのみ行うこと
ができるものとします。

２．本オプションサービスは、本基本サービスと同時に申込む場合に限り申込むことができます。

新設 元の第5条第3項を第6条として新設するものです。

新設
第６条（解約）

１．本オプションサービスの解約は、本オプションサービスが適用される本基本サービスの解約をもってのみ行うこと
ができるものとします。

第６条（リモートデスクトッ
プ(RDS)）

節を新設し、条のタイトルを変更します。
第６条（リモートデスクトップ(RDS)） 第３節　リモートデスクトップ(RDS) （以下、本節において「本オプションサービス」といいます）

１．リモートデスクトップ(RDS)（以下、本条において「本オプションサービス」といいます）は、本基本サービスの品目に
おいて「さくらのVPS for Windows Server」を選択した場合に申込むことが可能なオプションサービスです。

第７条（申込み）
１．リモートデスクトップ(RDS)は、本基本サービスの品目において「さくらのVPS for Windows Server」を選択した場合に申
込むことが可能なオプションサービスです。２．利用者は、次条に定める「Office」を利用する場合、Officeの利用契約数と同数以上の本オプションサービスを申し

込まなければならないものとします。 ２．利用者は、次条に定める「Office」を利用する場合、Officeの利用契約数と同数以上の本オプションサービスを申し込ま
なければならないものとします。

第７条（Office） 節を新設し、条のタイトルを変更します。
第3項を削除します。第７条（Office） 第４節　Office（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）

１．Office（以下、本条において「本オプションサービス」といいます）は、本基本サービスの品目において「さくらのVPS
for Windows Server」を選択した場合に申込むことが可能なオプションサービスです。

第８条（申込み）
１．Officeは、本基本サービスの品目において「さくらのVPS for Windows Server」を選択した場合に申込むことが可能
なオプションサービスです。２．本オプションサービスを新規に申込む場合は、本オプションサービスを適用する本基本サービスと同時に申込まな

ければならないものとします。 ２．本オプションサービスを新規に申込む場合は、本オプションサービスを適用する本基本サービスと同時に申込まな
ければならないものとします。３．本オプションサービスは、その利用契約数が１契約を下回らない限り、本オプションサービスを適用する本基本

サービスの契約期間内であっても、解約することができるものとします。

新設 元の第7条第3項を第9条として新設するものです。

新設
第９条（解約）

１．本オプションサービスは、その利用契約数が１契約を下回らない限り、本オプションサービスを適用する本基本
サービスの契約期間内であっても、解約することができるものとします。

新設 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて節と条
文を新設するものです。

新設
第５節　Web改ざん検知サービス（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）
第１０条（申込み）

１．本オプションサービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。

新設 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を
新設するものです。

新設
第１１条（契約）

１．利用者は、株式会社セキュアブレインが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における
最新の「『GREDセキュリティサービス』の利用規約」を遵守するものとします。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年４月１日から適用されたさくらのVPSサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２７年４月８日より適用されます。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２７年４月８日から適用されたさくらのVPSサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２７年６月２５日より適用されます。

旧約款表記 新約款表記
新設 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて節と条

文を新設するものです。
新設

第３節　Web改ざん検知サービス（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）
第１３条（申込み）
１．本オプションサービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。

新設 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を
新設するものです。

新設
第１４条（契約）

１．利用者は、株式会社セキュアブレインが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における
最新の「『GREDセキュリティサービス』の利用規約」を遵守するものとします。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２５年９月２日から適用されたさくらのクラウドサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、
平成２６年４月１日より適用されます。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年４月１日から適用されたさくらのクラウドサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、
平成２７年６月２５日より適用されます。



『専用サーバーサービス約款』
※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更

該当箇所 内容

第８節　Web改ざん検知サービス（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）

附則
第１条（適用開始）

・本改定にともなう適用日の変更をおこないます。

『専用サーバPlatformサービス約款』
※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更

該当箇所 内容

第２１条（申込み）
第１１節　Web改ざん検知サービス（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）

第２１条（申込み）

第２２条（契約）
第２２条（契約）

附則
第１条（適用開始）

本改定にともなう適用日の変更をおこないます。

『ハウジングサービス約款』
※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更

該当箇所 内容

附則
第１条（適用開始）

本改定にともなう適用日の変更をおこないます。

旧約款表記 新約款表記
第１条（約款の適用） ・誤字・脱字を修正します。

第１条（約款の適用） 第１条（約款の適用）
１．この専用サーバサービス約款（以下、「本専用サーバ約款」といいます）は、「さくらの専用サーバサービス」および
「専用サーバサービス」およびそのオプションサービスに適用されるサービス別約款であり、第１章がサービス基本約
款、第２章がオプション約款を構成します。

１．この専用サーバサービス約款（以下、「本専用サーバ約款」といいます）は、「さくらの専用サーバサービス」ならび
に「専用サーバサービス」およびそのオプションサービスに適用されるサービス別約款であり、第１章がサービス基本
約款、第２章がオプション約款を構成します。

第７条（申込み） ・条項の追加により、修正します。
第７条（申込み） 第７条（申込み）

１．HDDアップグレードは、第１３節に規定するオプションサービス（OS再インストール）と同時に申込むものとし、HDD
アップグレードのみの申込みを行うことはできないものとします。ただし、基本サービスの利用申込みと同時にHDD
アップグレードの利用申込みを行う場合はこの限りではありません。

１．HDDアップグレードは、第１４節に規定するオプションサービス（OS再インストール）と同時に申込むものとし、HDD
アップグレードのみの申込みを行うことはできないものとします。ただし、基本サービスの利用申込みと同時にHDD
アップグレードの利用申込みを行う場合はこの限りではありません。

２．前項におけるOS再インストールとHDDアップグレードについては、個別に利用契約が成立するものとします。 ２．前項におけるOS再インストールとHDDアップグレードについては、個別に利用契約が成立するものとします。

第１０条（申込み） ・条項の追加により、修正します。
第１０条（申込み） 第１０条（申込み）

１．「さくらの専用サーバサービス」のオプションサービスであるファイアウォールサービスは、第１８節に定める「専用
グローバルネットワーク」を利用中もしくは同オプションサービスと同時に申込む場合にのみ申込むことができるものと
します。

１．「さくらの専用サーバサービス」のオプションサービスであるファイアウォールサービスは、第１９節に定める「専用
グローバルネットワーク」を利用中もしくは同オプションサービスと同時に申込む場合にのみ申込むことができるものと
します。

２．「専用サーバサービス」のオプションサービスであるファイアウォールは、１０００M共有回線と１０００Mスタンダード
回線の両者を除いた回線を利用する専用サーバサービスに付加する場合にのみ申込むことができるものとします。

２．「専用サーバサービス」のオプションサービスであるファイアウォールは、１０００M共有回線と１０００Mスタンダード
回線の両者を除いた回線を利用する専用サーバサービスに付加する場合にのみ申込むことができるものとします。

第１５条（申込み） ・新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文
を新設するものです。

新設
第１５条（申込み）

１．本オプションサービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。

第１６条（契約） ・新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文
を新設するものです。

新設
第１６条（契約）

１．利用者は、株式会社セキュアブレインが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における
最新の「『GREDセキュリティサービス』の利用規約」を遵守するものとします。

※以下、節および条番号が繰り下がります。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年６月２６日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２７年３月３１日より適用されます。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２７年３月３１日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２７年６月２５日より適用されます。

旧約款表記 新約款表記
第１条（約款の適用） ・誤字・脱字を修正します。

第１条（約款の適用） 第１条（約款の適用）
１．この専用サーバ Platformサービス約款（以下、「本専用サーバ Platform約款」といいます）は、専用サーバ
Platform Adサービスおよび専用サーバ Platform Stサービスおよびそのオプションサービスに適用されるサービス別
約款であり、第１章がサービス基本約款、第２章がオプション約款を構成します。

１．この専用サーバ Platformサービス約款（以下、「本専用サーバ Platform約款」といいます）は、専用サーバ
Platform Adサービスおよび専用サーバ Platform Stサービスならびにそのオプションサービスに適用されるサービス
別約款であり、第１章がサービス基本約款、第２章がオプション約款を構成します。

第１０条（作業） ・誤字を削除します。
第１０条（作業） 第１０条（作業）

１．利用者は、本オプションサービスの利用申込みにあたって、本オプションサービスのサービスページ（基本約款第
２条第２項に定義するページをいいます。）に定める提供OSから再インストールを行うOSを選択するものとします。当
社は、本オプションサービスの対象となる利用者サーバ設備（以下、本節において「対象利用サーバ設備」といいま
す）のハードディスクを初期化の上、利用者が本オプションサービスを申込んだ時点での当社が提供可能とする最新
のバージョンの当該OSを、当該ハードディスクにインストールするものものとします。

１．利用者は、本オプションサービスの利用申込みにあたって、本オプションサービスのサービスページ（基本約款第
２条第２項に定義するページをいいます。）に定める提供OSから再インストールを行うOSを選択するものとします。当
社は、本オプションサービスの対象となる利用者サーバ設備（以下、本節において「対象利用サーバ設備」といいま
す）のハードディスクを初期化の上、利用者が本オプションサービスを申込んだ時点での当社が提供可能とする最新
のバージョンの当該OSを、当該ハードディスクにインストールするものとします。

２．前項の初期化作業実施前に対象利用者サーバ設備上に記録されていたデータ、設定等を前項のOSのインストー
ル後の対象利用者サーバ設備へ再記録、再設定等することは、本オプションサービスの対象外であり、利用者が自
己の費用と責任で行うものとします。

２．前項の初期化作業実施前に対象利用者サーバ設備上に記録されていたデータ、設定等を前項のOSのインストー
ル後の対象利用者サーバ設備へ再記録、再設定等することは、本オプションサービスの対象外であり、利用者が自
己の費用と責任で行うものとします。

新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を
新設するものです。

新設

１．本オプションサービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。

新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を
新設するものです。

新設 １．利用者は、株式会社セキュアブレインが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における
最新の「『GREDセキュリティサービス』の利用規約」を遵守するものとします。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２３年８月３０日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２６年４月１日より適用されます。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年４月１日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２７年６月２５日より適用されます。

旧約款表記 新約款表記
新設 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて節と条

文を新設するものです。
新設

第９節　Web改ざん検知サービス（以下、本節において「本オプションサービス」といいます）
第１７条（申込み）

１．本オプションサービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。

新設 新しくリリースするWeb改ざん検知サービスについて条文を
新設するものです。

新設
第１８条（契約）

１．利用者は、株式会社セキュアブレインが定める、利用者が本オプションサービスの利用を行っている時点における
最新の「『GREDセキュリティサービス』の利用規約」を遵守するものとします。

以下、節と条が繰り上がります。

第１７条（設定） ・誤字・脱字を修正します。
第１７条（設定） 第１９条（設定）

１． 本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者自身において行うものとします。 １． 本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者自身において行うものとします。
２． 本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者に提供するゾーン編集画面からの操作でのみ行えるものと
し、当該ゾーン編集画面による機能に無い設定等は行えないものとします。

２． 本オプションサービスにおけるゾーン設定は、利用者に提供するゾーン編集画面からの操作でのみ行えるものと
し、当該ゾーン編集画面による機能に無い設定等は行えないものとします。

３．利用者は、本オプションサービスの解約または本サービスに設定したドメイン名が失効する等して利用者が当該ド
メインの利用権利を持たなくなった場合、本オプションサービスに設定したゾーンファイルを速やかに削除したうえで、
当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなければならないものとします。

３．利用者は、本オプションサービスの解約または本オプションサービスに設定したドメイン名が失効する等して利用
者が当該ドメインの利用権利を持たなくなった場合、本オプションサービスに設定したゾーンファイルを速やかに削除
したうえで、当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなければならないものとします。
 ４．前項の定めにかかわらず、利用者が本サービスに設定した当該ドメインのゾーンファイルの削除および本オプショ

ンサービスへの登録解除の依頼を行わなかった場合、当社は利用者に対して何ら通知を行うことなく、当該ゾーン
ファイルの削除および当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除を行えるものとします。

４．前項の定めにかかわらず、利用者が本オプションサービスに設定した当該ドメインのゾーンファイルの削除および
本オプションサービスへの登録解除の依頼を行わなかった場合、当社は利用者に対して何ら通知を行うことなく、当
該ゾーンファイルの削除および当該ドメインの本オプションサービスへの登録解除を行えるものとします。
 

第２４条（料金および支払
期限）

条数のずれを修正いたします。
第２４条（料金および支払期限） 第２６条（料金および支払期限）

１．基本約款第１１条第３項の定めにかかわらず、本オプションサービスの利用料金は、都度、第２２条第３項におけ
る本オプションサービスの内容に基づき、当社が利用者に対して提示するものとします。

１．基本約款第１１条第３項の定めにかかわらず、本オプションサービスの利用料金は、都度、第２４条第３項におけ
る本オプションサービスの内容に基づき、当社が利用者に対して提示するものとします。

２．本オプションサービスにおいて追加の料金が発生した場合、利用者は、当該追加料金を、当社が当該追加料金に
係るサービスを提供した月の翌月または翌々月（いずれであるかは当社の指定によるものとします）までに支払うも
のとします。

２．本オプションサービスにおいて追加の料金が発生した場合、利用者は、当該追加料金を、当社が当該追加料金に
係るサービスを提供した月の翌月または翌々月（いずれであるかは当社の指定によるものとします）までに支払うも
のとします。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年６月２６日から適用されたハウジングサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２６年９月１６日より適用されます。

附 則
第１条（適用開始）
この約款は、平成２６年９月１６日から適用されたハウジングサービス約款を改正したものであり、基本約款第４条に基づき、平
成２７年６月２５日より適用されます。

第３０条（料金および支払
期限）

条数のずれを修正いたします。
第３０条（料金および支払期限） 第３２条（料金および支払期限）

１．基本約款第１１条第３項の定めにかかわらず、本オプションサービスの利用料金は、都度、第２８条第３項におけ
る本オプションサービスの内容に基づき、当社が利用者に対して提示するものとします。

１．基本約款第１１条第３項の定めにかかわらず、本オプションサービスの利用料金は、都度、第３０条第３項におけ
る本オプションサービスの内容に基づき、当社が利用者に対して提示するものとします。

２．基本約款第１３条第４項の定めにかかわらず、本オプションサービスを希望する利用者は、当社が指定する日まで
に、前項の料金を支払うものとします。当社は、当社が個別に承認しない限り、利用者から料金の支払いがあったこと
を確認した後、本オプションサービスの実施に着手します。

２．基本約款第１３条第４項の定めにかかわらず、本オプションサービスを希望する利用者は、当社が指定する日まで
に、前項の料金を支払うものとします。当社は、当社が個別に承認しない限り、利用者から料金の支払いがあったこと
を確認した後、本オプションサービスの実施に着手します。


